
設計監理料報酬について当事務所での基準 (2010.03.20 改訂）

構造を要しない一般的な住宅の場合（新築）

※平成 21 年より建築士法改正にともない国土交通省告示第十五号より、床面積から報酬金額を算出するという基準に

　変わった為、それをもとに決めております。

※消費税は別途とさせていただきます。

※最低、設計監理料は、税抜 2000,000 円とさせていただいております。

※確認申請及び完了検査に伴なう手数料は別途頂きます。各申請料は、税込 50,000 円です。

※長期優良住宅及び、住宅エコポイントに関する資料作成料は、別途お見積りさせていただきます。

※上記の表以外の住宅、及び他用途の新築物件及びリノベーション、コンバージョンの設計監理料の別途お見積りさせていただきます。

※尚、工事着工後の大掛かりな設計変更、仕様変更、追加工事については、別途、設計料が発生しますのでご了承ください。

※遠方の現場の場合、交通費を別途いただく場合がございますのでご了承ください。

※上記設計監理料料金表は当事務所での基準とさせていただいておりますが、ご要望などには対応させていただきます。

　お気軽にご相談ください。
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構造設計などを要する一般住宅の場合（新築）
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